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　国民健康保険(以下｢国保｣という)の保険料納入
通知書は、７月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発
送する予定です。

平成29年度国民健康保険料納入通知書の送付平成29年度国民健康保険料納入通知書の送付 保険料の計算例保険料の計算例

　世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯
の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯
主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と
国民健康保険料(以下｢保険料｣という)の納付義務
を負い、国保の現金給付を受ける権利があります。

所得割額の計算方法
所得割額＝基準総所得金額×料率
※基準総所得金額…所得合計額から基礎控除額33
　万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下
　の場合は０円)。なお、世帯の所得割額を算出す 
　る際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。

保険料の納付義務者は世帯主保険料の納付義務者は世帯主

　年間の保険料は次のように計算します。

保険料の計算方法保険料の計算方法

※介護分保険料(介護保険第２号被保険者分)は、
　加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がい
　る場合に掛かります。
※平成29年度から限度額が変わりました。

国民健康保険料 ①医療分保険料

③介護分保険料②後期高齢者支援分保険料

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

Ｃ
世帯別
平等割額

1世帯2万1,600円

Ｂ
被保険者
均等割額

1人2万9,100円

Ａ
所得割額
(料率8.0％)

医療分保険料
(限度額54万円) ＋

＋

＋

＝ ＋

Ｆ
世帯別
平等割額
1世帯7,600円

Ｅ
被保険者
均等割額
1人1万500円

Ｄ
所得割額

（料率2.9％）
後期高齢者
支援分保険料
(限度額19万円)

＋＝ ＋

Ｉ
世帯別
平等割額
1世帯6,000円

Ｈ
被保険者
均等割額
1人1万2,500円

Ｇ
所得割額

（料率2.9％）
介護分保険料
(限度額16万円) ＋＝ ＋

　国保の加入者全員に掛かります。

　国保の加入者全員に掛かります。

　40歳以上65歳未満の介護保険第２号被保険者
に掛かります。

国民健康保険料
34万3,070円

① 21万2,100円

③ 5万4,460円

② 7万6,510円

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

＋

＋

Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＝5万4,460円

Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝7万6,510円

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝21万2,100円

Ａ
Ｂ
Ｃ

所得割額　(124万円＋5万円)×8.0％＝10万3,200円

被保険者均等割額　2万9,100円×3人分＝8万7,300円

世帯別平等割額　１世帯につき２万1,600円

所得割額　(124万円＋5万円)×2.9％＝3万7,410円

被保険者均等割額　1万500円×3人分＝3万1,500円

世帯別平等割額　１世帯につき7,600円

所得割額　124万円×2.9％＝3万5,960円

被保険者均等割額　1万2,500円×1人分＝1万2,500円

世帯別平等割額　１世帯につき6,000円

Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｉ
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配偶者38歳
前年中の収入は給与収入
103万円（給与所得38万円）
基準総所得金額は38万円
－33万円＝5万円

子10歳

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入
250万円（給与所得157万円）
基準総所得金額は157万円
－33万円＝124万円


